
≪食品取扱店へのご案内≫ 

 
１ 取扱いできる品目には制限があります。 

① おでん、焼鳥、たこ焼、いか焼、焼きそば、お好み焼、ラーメン、今川焼類など、 

模擬店での調理工程が簡単なもの。 

② アイスクリーム類は、削氷、アイスクリームの小分けに限ります。（ソフトクリームは不可） 

 

２ 次の食品を扱う店舗は出店できませんのでご注意ください。 

① 模擬店での調理工程が複雑（こねる、きざむ、包むなど）な食品。 

② 弁当・おにぎり・すし・カレーライスなどの米飯類 

③ ケバブ・ホットドック・ハンバーガー・サンドイッチなどの調理パン類。 

④ 生クリーム類を使用した菓子。 

⑤ 現地で製造するアイスクリーム類、スムージー。   

⑥ 自家製飲料・タピオカドリンク 

⑦ 精肉・鮮魚・乳・乳製品。 

⑧ 浅漬・カットフルーツなどの傷みやすい食材を用いるもの  など。  

 

※キッチンカーによる出店の場合、営業許可を受けた範囲内の食品については、提供可能です（給 

水及び排水設備により内容が異なります）。 

         

３ 食品を扱う店舗は、次の書類を令和５年８月２５日（金）までに事務局へ提出してください。 

※ 期限までに提出されない場合は、受付致しかねますのでご注意ください。 

 

(１) 調理場所の平面図及び出店者表 

 

(２) 営業許可書 … 営業許可が必要な食品を扱う場合や、キッチンカーによる出店の場合は、 

営業許可書の写しを添付して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問合せ先＞ 

ふなばし市民まつり実行委員会事務局 

船橋市役所商工振興課内  

TEL：047(436)2472 



  

 

 

 

 

１ 食品等の取扱い 
(１) 原材料及び製品の仕入時に異常及び異物の有無を確認すること。 

(２) 取り扱う食品は予め届け出た品目のみとすること。 

 (３) 先入れ先出しを励行し、直射日光を避けて保管すること。 

 (４) 冷凍・冷蔵食品を適正に保管すること。 

・冷凍食肉、その他冷凍食品を調理する場合は、冷蔵設備内で解凍したものを使用

すること。 

・解凍後は冷蔵保存（温度計付のクーラーボックスに入れるなど）し再凍結はしな

いこと。 

・温度計を用意し、指定されている保存温度を厳守すること。 

 

２ 調理器具及び食器具の衛生管理 

 (１) 衛生的に保管すること。 

 (２) 洗浄、消毒等は適正な方法で実施すること。 

 (３) 飲食させる食器等は、使い捨て容器を使用すること。 

 

３ 調理 

 (１) コンロを地面に置いて調理しないこと。 

 (２) 食品の中心部まで十分に加熱すること（７５℃ １分間以上）。 

 ※二枚貝等ノロウイルス汚染の恐れのある食品の場合、８５℃～９０℃ 

  で、９０秒以上 

 (３) 調理食品はすみやかに販売すること。 

 (４) 処理が必要な食品は、室内調理場で予め処理を行い、模擬店では簡単な加熱調理に限る

こと。（こねる、きざむ、包むなどは不可） 

 

４ 水道水を使用すること。 

 

５ 手は常に清潔に保つこと。 

 流水手洗い設備（蛇口をつけたポリタンク等）・液体石鹸・消毒薬（アルコールスプレ

ー）およびぺーパータオルを設置すること。 

手指は石けんを用い流水で洗浄し、アルコールスプレーなどで消毒し、つねに清潔に

保つこと。 

 

６ 調理従事者の体調管理を行うこと。また、体調不良者（同居家族に同様の症状がある場合

を含む。）は調理に従事しないこと。 

    調理従事者は、同居家族を含めイベント開催日１週間前より健康観察を行うこと。（健

康観察には、別添２「健康観察表」をご活用ください。） 

    調理従事者は指定のリボンを着用すること。 

 

※「家庭でできる食中毒予防の６つのポイント」をよくご覧いただき、事故防止に努めてく

ださい。 

※当日保健所の査察があります。 

 

 

 

≪食品取扱上の注意≫ 


